
　国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者の
方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑
われる症状のため、労務に服することができず、給与等
の全部または一部を受けることができない場合、傷病手
当金を支給します。
▶対象者（ 以下の❶～❸をすべて満たす方）
❶  五城目町国民健康保険または後期高齢者医療保険に加
入していて、勤務先から給与の支払いを受けている。

　 ※ 自営業の方や個人で事業を行う方は、給与の支払い
を受けていない限り対象とはなりません。

❷  新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ
る症状（※）がある。

　 ※ 結果として感染していなかった場合も含みます。
❸  ❷の療養のため、労務に服することができない期間が
あり、給与等の全部または一部が支給されない。

▶支給対象となる日数
　 　労務に服することができなくなった日から起算し３
日を経過した日から、労務に服することができない期
間のうち、就労を予定していた日数
▶支給額
　 　直近３か月間の給与収入額　÷　直近３か月間の就労
日数　×　２／３　×　支給対象となる日数
▶適用期間
　 　令和２年１月１日～令和２年９月30日の間で、療養
のため労務に服することができない期間
※ 入院が継続する場合等は最長１年６か月まで
▶申請方法
● 町健康福祉課　国保・後期高齢者医療担当まで、事前
にお電話等でご相談ください。
● 申請には、勤務先の事業主や医療機関からの証明等が
必要になります。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件
を満たす方は国民健康保険税が減免となります。
　なお、令和２年２月１日から令和３年３月31日までの
納期限がある国保税が対象です。
▶保険税減免の対象となる方
1  新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者
が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

　 ➡保険税を全額免除
2  新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計
維持者の収入減少が見込まれる世帯の方

　 ➡ 保険税の全部または一部を減額
次の❶～❸までの全てに該当する世帯が対象となります。
世帯の主たる生計維持者
❶  事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれ
かの令和２年中の収入（保険金・損害賠償等により補
填される金額を除く）が、新型コロナウイルス感染症
の影響で令和元年中と比べて10分の３以上減少する見

込みである。
❷  令和元年の所得の合計額が1,000万円以下である。
❸  減少が見込まれる収入に係る（❶で選択した）所得以
外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下であ
る。

※ 新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持
者の事業等の廃止、または失業の場合は、全額免除と
なります。
　 ただし、主たる生計維持者の前年と比べて減少するこ
とが見込まれる事業収入等の前年の所得金額が０円
（またはマイナス）の場合や、特例対象被保険者（非
自発的失業）など他の減免を受けている方は対象外と
なります。

　ご自身が減免の対象となるか、また申請に必要な書類
等の詳細については、町税務課にお問い合わせ下さい。
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保険証の有効期限です

医療機関の窓口で負担する割合です
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お問い合わせ　町健康福祉課（☎852・5108）

お問い合わせ　町税務課（☎852・5144）
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国民健康保険・後期高齢者医療保険
新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する　傷病手当金の支給

国民健康保険　被保険者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免


